
国土交通省　中部地方整備局

令和 5 年 1 月 25 日
15　 時 00 分

1 ． 国道１号の下記区間（約2.6km）について、
1 月 25 日 3 時 40 分 より通行止めを実施しておりましたが、

　　
1 月 25 日 15   時 00 分 をもって、通行止めを解除しました。

2 配布先 三重県政記者クラブ、三重県第二県政記者クラブ、四日市市政記者クラブ

3 ． 問合わせ先 国土交通省中部地方整備局　三重河川国道事務所
ふじはら　ひろのり

副所長 藤原　弘典
ひらお　せいいちろう

道路管理第一課長 平尾　誠一郎
TEL ０５９－２２９－２２２８
FAX ０５９－２２９－２２６７

※高速道路に関するお問い合わせは、NEXCO中日本へご確認ください。

路線名 規制区間

三重河川国道事務所

通行止め解除　国道１号（四日市市内）
概 要

大雪による交通障害のおそれがなくなったため、

なお、引き続き通行にはご注意ください。

国道１号

みえけんよっかいちしおばたにちょうめ
三重県四日市市大治田二丁目
地先　交差点
(399.3.kp)

～ 三重県四日市市采女交差点
(401.9kp)

みえけんよっかいちしうねめこうさてん

Twitterでも防災情報等を配信中

ｱｶｳﾝﾄ：@mlit_mie

https://twitter.com/mlit_mie

管内の規制情報は、三重河川国道事務所ホームページや公式ツイッターでもご確認いただけます
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国道１号 通行止め解除区間
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